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国土交通大臣 北側 一雄 

 

函館・室蘭間ほか１７４区間の国土開発幹線自動車道

建設線の基本計画の一部変更について 

 

標記について、別紙１から別紙１７５のとおり変更したい

ので、国土開発幹線自動車道建設会議の御意見を承りたく、

付議いたします。 



付議する理由 

 

 国土開発幹線自動車道の建設に関する基本計画の一部を

別紙１から別紙１７５のとおり変更するため、国土開発幹

線自動車道建設法（昭和３２年法律第６８号）第５条第１

項の規定に基づき、国土開発幹線自動車道建設会議の議を

経る必要がある。これが、本議案を付議する理由である。 

 

 



-1- 

別紙１ 

 

函館・室蘭間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  函館・室蘭間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙２ 

 

室蘭・苫小牧間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  室蘭・苫小牧間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙３ 

 

苫小牧・千歳間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  苫小牧・千歳間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙４ 

 

千歳・札幌間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  千歳・札幌間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙５ 

 

札幌・岩見沢間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  札幌・岩見沢間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙６ 

 

岩見沢・旭川間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  岩見沢・旭川間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 



-7- 

別紙７ 

 

旭川・名寄間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  旭川・名寄間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は東日本高速道路株式会社」に改める。 
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別紙８ 

 

黒松内大成・黒松内白井川間の国土開発幹線自動

車道建設線の基本計画の一部変更案 

 

  黒松内大成・黒松内白井川間の国土開発幹線自動車道建

設線の基本計画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）

の一部を次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-9- 

別紙９ 

 

黒松内白井川・倶知安間の国土開発幹線自動車道

建設線の基本計画の一部変更案 

 

  黒松内白井川・倶知安間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を

次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙１０ 

 

倶知安・小樽間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  倶知安・小樽間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙１１ 

 

小樽・札幌西間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  小樽・札幌西間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙１２ 

 

札幌西・札幌白石間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  札幌西・札幌白石間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（昭和５７年１月２９日総理府告示第３号）の一部を

次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙１３ 

 

千歳・夕張間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  千歳・夕張間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙１４ 

 

夕張・清水間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  夕張・清水間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和５３年１２月２０日総理府告示第４０号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙１５ 

 

清水・本別間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  清水・本別間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙１６ 

 

本別・釧路間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  本別・釧路間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は東日本高速道路株式会社」に改める。 
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別紙１７ 

 

釧路・釧路間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  釧路・釧路間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙１８ 

 

本別・北見間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  本別・北見間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は東日本高速道路株式会社」に改める。 
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別紙１９ 

 

北見・端野間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  北見・端野間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙２０ 

 

東京練馬・川口間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  東京練馬・川口間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和５７年１月２９日総理府告示第３号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙２１ 

 

川口・さいたま間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  川口・さいたま間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙２２ 

 

さいたま・盛岡間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  さいたま・盛岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和４０年１１月１日総理府告示第３８号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙２３ 

 

盛岡・鹿角間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  盛岡・鹿角間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙２４ 

 

鹿角・青森間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  鹿角・青森間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４０年１１月１日総理府告示第３８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙２５ 

 

八幡平・八戸間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  八幡平・八戸間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙２６ 

 

八戸・七戸間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  八戸・七戸間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙２７ 

 

七戸・青森諏訪沢間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  七戸・青森諏訪沢間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第４号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙２８ 

 

青森諏訪沢・青森岩渡間の国土開発幹線自動車道

建設線の基本計画の一部変更案 

 

  青森諏訪沢・青森岩渡間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一

部を次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙２９ 

 

釜石・遠野間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  釜石・遠野間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙３０ 

 

遠野・花巻東和町間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  遠野・花巻東和町間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部

を次のように変更する。 

 

第６号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は高速道路株式会社法（平成十六年法律第九十九号）

第１条に規定する会社」に改める。 
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別紙３１ 

 

花巻東和町・花巻西宮野目間の国土開発幹線自動

車道建設線の基本計画の一部変更案 

 

  花巻東和町・花巻西宮野目間の国土開発幹線自動車道建

設線の基本計画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）

の一部を次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙３２ 

 

北上・横手間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  北上・横手間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙３３ 

 

横手・秋田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  横手・秋田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次のよ

うに変更する。 

  

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙３４ 

 

村田・寒河江間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  村田・寒河江間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙３５ 

 

寒河江・鶴岡間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  寒河江・鶴岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和６１年２月１２日総理府告示第５号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 
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別紙３６ 

 

鶴岡・酒田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  鶴岡・酒田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 
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別紙３７ 

 

いわき・郡山間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  いわき・郡山間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和５３年１２月２０日総理府告示第４０号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 



-38- 

別紙３８ 

 

郡山・会津坂下間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  郡山・会津坂下間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 



-39- 

別紙３９ 

 

会津坂下・新潟間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  会津坂下・新潟間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和５３年１２月２０日総理府告示第４０号）の一部

を次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-40- 

別紙４０ 

 

新潟・村上間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  新潟・村上間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は東日本高

速道路株式会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-41- 

別紙４１ 

 

村上・朝日間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  村上・朝日間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣」に改める。 

 



-42- 

別紙４２ 

 

朝日・鶴岡大岩川間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  朝日・鶴岡大岩川間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 



-43- 

別紙４３ 

 

酒田・にかほ間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  酒田・にかほ間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のよう

に変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 



-44- 

別紙４４ 

 

にかほ・由利本荘間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  にかほ・由利本荘間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部

を次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 



-45- 

別紙４５ 

 

由利本荘・秋田間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  由利本荘・秋田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は東日本高速道路株式会社」に改める。 

 

 

 



-46- 

別紙４６ 

 

秋田・琴丘間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  秋田・琴丘間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 



-47- 

別紙４７ 

 

琴丘・大館間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  琴丘・大館間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-48- 

別紙４８ 

 

相馬・福島間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  相馬・福島間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-49- 

別紙４９ 

 

米沢・高畠間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  米沢・高畠間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第４号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-50- 

別紙５０ 

 

高畠・村山間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  高畠・村山間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は東日本高

速道路株式会社」に改める。 



-51- 

別紙５１ 

 

村山・尾花沢間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  村山・尾花沢間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣」に改める。 



-52- 

別紙５２ 

 

東京・川越間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  東京・川越間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-53- 

別紙５３ 

 

川越・東松山間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  川越・東松山間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-54- 

別紙５４ 

 

東松山・渋川間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  東松山・渋川間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-55- 

別紙５５ 

 

渋川・南魚沼間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  渋川・南魚沼間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-56- 

別紙５６ 

 

南魚沼・長岡間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  南魚沼・長岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-57- 

別紙５７ 

 

藤岡・長野間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  藤岡・長野間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-58- 

別紙５８ 

 

長野・上越間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  長野・上越間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-59- 

別紙５９ 

 

川口・三郷間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  川口・三郷間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和５７年１月２９日総理府告示第３号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-60- 

別紙６０ 

 

三郷・石岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  三郷・石岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-61- 

別紙６１ 

 

石岡・いわき間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  石岡・いわき間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-62- 

別紙６２ 

 

いわき・相馬間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  いわき・相馬間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 



-63- 

別紙６３ 

 

相馬・亘理間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  相馬・亘理間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 



-64- 

別紙６４ 

 

亘理・仙台間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  亘理・仙台間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-65- 

別紙６５ 

 

三郷・市川間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  三郷・市川間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-66- 

別紙６６ 

 

市川・千葉間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  市川・千葉間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-67- 

別紙６７ 

 

千葉・成田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  千葉・成田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-68- 

別紙６８ 

 

成田・潮来間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  成田・潮来間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-69- 

別紙６９ 

 

潮来・鉾田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  潮来・鉾田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 



-70- 

別紙７０ 

 

鉾田・水戸間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  鉾田・水戸間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-71- 

別紙７１ 

 

千葉浜野・木更津間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  千葉浜野・木更津間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部

を次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-72- 

別紙７２ 

 

木更津・富津間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  木更津・富津間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-73- 

別紙７３ 

 

高崎・伊勢崎間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  高崎・伊勢崎間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-74- 

別紙７４ 

 

伊勢崎・岩舟間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  伊勢崎・岩舟間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-75- 

別紙７５ 

 

都賀・上三川間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  都賀・上三川間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-76- 

別紙７６ 

 

上三川・友部間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  上三川・友部間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-77- 

別紙７７ 

 

友部・水戸間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  友部・水戸間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-78- 

別紙７８ 

 

水戸・ひたちなか間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  水戸・ひたちなか間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 



-79- 

別紙７９ 

 

東京・富士吉田間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  東京・富士吉田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和３７年３月３１日総理府告示第７号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-80- 

別紙８０ 

 

大月・韮崎間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  大月・韮崎間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-81- 

別紙８１ 

 

韮崎・小牧間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  韮崎・小牧間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４０年１１月１日総理府告示第３８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 



-82- 

別紙８２ 

 

小牧・吹田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  小牧・吹田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和３２年６月２１日総理府告示第２９１号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社又

は西日本高速道路株式会社」に改める。 



-83- 

別紙８３ 

 

岡谷・松本間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  岡谷・松本間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 



-84- 

別紙８４ 

 

松本・千曲間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  松本・千曲間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社又

は中日本高速道路株式会社」に改める。 

 



-85- 

別紙８５ 

 

一宮・郡上間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  一宮・郡上間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-86- 

別紙８６ 

 

郡上・南砺間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  郡上・南砺間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-87- 

別紙８７ 

 

南砺・小矢部間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  南砺・小矢部間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-88- 

別紙８８ 

 

横浜・東海間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  横浜・東海間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 



-89- 

別紙８９ 

 

東海・名古屋間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  東海・名古屋間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のよう

に変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-90- 

別紙９０ 

 

静岡・増穂間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  静岡・増穂間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は中日本高

速道路株式会社」に改める。 

 



-91- 

別紙９１ 

 

増穂・甲斐間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  増穂・甲斐間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-92- 

別紙９２ 

 

北杜・佐久穂間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  北杜・佐久穂間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のよう

に変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-93- 

別紙９３ 

 

新潟・長岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  新潟・長岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-94- 

別紙９４ 

 

長岡・黒部間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  長岡・黒部間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社又

は中日本高速道路株式会社」に改める。 

 



-95- 

別紙９５ 

 

黒部・富山間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  黒部・富山間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-96- 

別紙９６ 

 

富山・米原間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  富山・米原間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４０年１１月１日総理府告示第３８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 



-97- 

別紙９７ 

 

名古屋緑・名古屋名東間の国土開発幹線自動車道

建設線の基本計画の一部変更案 

 

  名古屋緑・名古屋名東間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を

次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 



-98- 

別紙９８ 

 

名古屋名東・名古屋中川間の国土開発幹線自動車

道建設線の基本計画の一部変更案 

 

  名古屋名東・名古屋中川間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画（昭和５３年１２月２０日総理府告示第４０号）

の一部を次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 



-99- 

別紙９９ 

 

名古屋中川・亀山間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  名古屋中川・亀山間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部

を次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 



-100- 

別紙１００ 

 

名古屋中川・飛島間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  名古屋中川・飛島間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（平成１２年２月１６日総理府告示第８号）の一部を

次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-101- 

別紙１０１ 

 

亀山・津間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画の一部変更案 

 

  亀山・津間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画（昭

和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次のよう

に変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-102- 

別紙１０２ 

 

津・伊勢間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画の一部変更案 

 

  津・伊勢間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画（昭

和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次のよう

に変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 



-103- 

別紙１０３ 

 

天理・松原間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  天理・松原間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 



-104- 

別紙１０４ 

 

松原・吹田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  松原・吹田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を次

のように変更する。 

 

１．第５号中「門真市付近」の次に「守口市付近」を加える。 

２．第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 



-105- 

別紙１０５ 

 

名古屋・飛島間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  名古屋・飛島間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のよう

に変更する。 

 

第４号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-106- 

別紙１０６ 

 

飛島・神戸間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  飛島・神戸間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社又

は西日本高速道路株式会社」に改める。 



-107- 

別紙１０７ 

 

松原・泉南間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  松原・泉南間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 



-108- 

別紙１０８ 

 

泉南・海南間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  泉南・海南間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 



-109- 

別紙１０９ 

 

海南・御坊間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  海南・御坊間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 



-110- 

別紙１１０ 

 

御坊・田辺間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  御坊・田辺間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 



-111- 

別紙１１１ 

 

田辺・すさみ間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  田辺・すさみ間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣」に改める。 

 

 

 

 

 



-112- 

別紙１１２ 

 

すさみ・那智勝浦間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  すさみ・那智勝浦間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 



-113- 

別紙１１３ 

 

紀北・多気間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  紀北・多気間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社」

に改める。 



-114- 

別紙１１４ 

 

三木・福知山間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  三木・福知山間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 



-115- 

別紙１１５ 

 

福知山・舞鶴間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  福知山・舞鶴間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 



-116- 

別紙１１６ 

 

舞鶴・敦賀間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  舞鶴・敦賀間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「中日本高速道路株式会社又

は西日本高速道路株式会社」に改める。 

  



-117- 

別紙１１７ 

 

吹田・北広島間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  吹田・北広島間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４０年１１月１日総理府告示第３８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-118- 

別紙１１８ 

 

北広島・周南間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  北広島・周南間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-119- 

別紙１１９ 

 

周南・下関間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  周南・下関間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４０年１１月１日総理府告示第３８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-120- 

別紙１２０ 

 

西宮・姫路間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  西宮・姫路間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 



-121- 

別紙１２１ 

 

姫路・廿日市間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  姫路・廿日市間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 



-122- 

別紙１２２ 

 

廿日市・岩国間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  廿日市・岩国間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和５３年１２月２０日総理府告示第４０号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-123- 

別紙１２３ 

 

岩国・山口間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  岩国・山口間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-124- 

別紙１２４ 

 

宇部・下関間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  宇部・下関間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 



-125- 

別紙１２５ 

 

たつの・佐用間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  たつの・佐用間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

  

 

 

 

 

 

 



-126- 

別紙１２６ 

 

佐用・鳥取間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  佐用・鳥取間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は高速道路株式会社法（平成十六年法律第九十九号）

第１条に規定する会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 



-127- 

別紙１２７ 

 

岡山・真庭間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  岡山・真庭間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-128- 

別紙１２８ 

 

真庭・米子間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  真庭・米子間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は西日本高速道路株式会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-129- 

別紙１２９ 

 

三次・松江間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  三次・松江間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は西日本高速道路株式会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-130- 

別紙１３０ 

 

広島・北広島間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  広島・北広島間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-131- 

別紙１３１ 

 

北広島・浜田間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  北広島・浜田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-132- 

別紙１３２ 

 

鳥取本高・鳥取青谷間の国土開発幹線自動車道建

設線の基本計画の一部変更案 

 

  鳥取本高・鳥取青谷間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一

部を次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-133- 

別紙１３３ 

 

鳥取・松江間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  鳥取・松江間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-134- 

別紙１３４ 

 

松江・出雲間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  松江・出雲間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-135- 

別紙１３５ 

 

出雲・浜田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  出雲・浜田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-136- 

別紙１３６ 

 

浜田・益田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  浜田・益田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-137- 

別紙１３７ 

 

長門・美祢間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  長門・美祢間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-138- 

別紙１３８ 

 

徳島・美馬間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  徳島・美馬間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-139- 

別紙１３９ 

 

美馬・池田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  美馬・池田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-140- 

別紙１４０ 

 

池田・四国中央間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  池田・四国中央間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を

次のように変更する。 

 

第４号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-141- 

別紙１４１ 

 

四国中央・西条間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  四国中央・西条間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-142- 

別紙１４２ 

 

西条・松山間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  西条・松山間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-143- 

別紙１４３ 

 

松山・大洲間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  松山・大洲間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４８年１１月１日総理府告示第２９号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-144- 

別紙１４４ 

 

阿南・徳島間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  阿南・徳島間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は西日本高速道路株式会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-145- 

別紙１４５ 

 

徳島・さぬき間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  徳島・さぬき間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-146- 

別紙１４６ 

 

さぬき・高松間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  さぬき・高松間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のよう

に変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-147- 

別紙１４７ 

 

高松・観音寺間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  高松・観音寺間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-148- 

別紙１４８ 

 

観音寺・四国中央間の国土開発幹線自動車道建設

線の基本計画の一部変更案 

 

  観音寺・四国中央間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部

を次のように変更する。 

 

第４号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-149- 

別紙１４９ 

 

四国中央・大豊間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  四国中央・大豊間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を

次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-150- 

別紙１５０ 

 

大豊・南国間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  大豊・南国間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４６年６月８日総理府告示第２４号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-151- 

別紙１５１ 

 

南国・須崎間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  南国・須崎間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-152- 

別紙１５２ 

 

須崎・窪川間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  須崎・窪川間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は高速道路株式会社法（平成十六年法律第九十九号）

第１条に規定する会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-153- 

別紙１５３ 

 

窪川・四万十間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  窪川・四万十間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のよう

に変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-154- 

別紙１５４ 

 

愛南・宇和島間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  愛南・宇和島間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-155- 

別紙１５５ 

 

宇和島・大洲間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  宇和島・大洲間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第５号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は高速道路株式会社法（平成十六年法律第九十九号）

第１条に規定する会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-156- 

別紙１５６ 

 

北九州・福岡間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  北九州・福岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-157- 

別紙１５７ 

 

福岡・熊本間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  福岡・熊本間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４０年１１月１日総理府告示第３８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-158- 

別紙１５８ 

 

熊本・えびの間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  熊本・えびの間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-159- 

別紙１５９ 

 

えびの・鹿児島間の国土開発幹線自動車道建設線

の基本計画の一部変更案 

 

  えびの・鹿児島間の国土開発幹線自動車道建設線の基本

計画（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部

を次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-160- 

別紙１６０ 

 

えびの・宮崎間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  えびの・宮崎間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（昭和４２年１１月２２日総理府告示第５４号）の一部を

次のように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-161- 

別紙１６１ 

 

長崎・大村間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  長崎・大村間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４５年６月１８日総理府告示第２２号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-162- 

別紙１６２ 

 

大村・日田間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  大村・日田間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４４年１月２２日総理府告示第３号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-163- 

別紙１６３ 

 

日田・大分間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  日田・大分間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（昭和４７年６月３０日総理府告示第３０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-164- 

別紙１６４ 

 

山都・延岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  山都・延岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-165- 

別紙１６５ 

 

北九州・豊津間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

北九州・豊津間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-166- 

別紙１６６ 

 

豊津・築上間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  豊津・築上間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-167- 

別紙１６７ 

 

築上・日出間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  築上・日出間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-168- 

別紙１６８ 

 

大分・佐伯間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  大分・佐伯間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-169- 

別紙１６９ 

 

佐伯上岡・佐伯蒲江間の国土開発幹線自動車道建

設線の基本計画の一部変更案 

 

  佐伯上岡・佐伯蒲江間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一

部を次のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-170- 

別紙１７０ 

 

佐伯・延岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  佐伯・延岡間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第５号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は高速道路株式会社法（平成十六年法律第九十九号）

第１条に規定する会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-171- 

別紙１７１ 

 

延岡・清武間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  延岡・清武間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第６号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-172- 

別紙１７２ 

 

日南・串間間の国土開発幹線自動車道建設線の基

本計画の一部変更案 

 

  日南・串間間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画

（平成９年２月５日総理府告示第４号）の一部を次のように

変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-173- 

別紙１７３ 

 

串間・志布志間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  串間・志布志間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 



-174- 

別紙１７４ 

 

志布志・霧島間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  志布志・霧島間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成元年２月２７日総理府告示第１０号）の一部を次の

ように変更する。 

 

第６号中「国土交通大臣又は日本道路公団」を「国土交通

大臣又は西日本高速道路株式会社」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-175- 

別紙１７５ 

 

霧島・加治木間の国土開発幹線自動車道建設線の

基本計画の一部変更案 

 

  霧島・加治木間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計

画（平成３年１２月２０日総理府告示第２８号）の一部を次

のように変更する。 

 

第５号中「日本道路公団」を「国土交通大臣又は高速道路

株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第１条に規定する

会社」に改める。 

 


